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附
属
書
八
（
第
八
章
関
係
）

第
九
十
条
１
に
規
定
す
る
措
置
に
関
す
る
留
保

（
第
一
編

イ
ン
ド
の
表
は
省
略
）

第
二
編

日
本
国
の
表

１

日
本
国
の
表
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
規
定
に
よ
り
課
さ
れ
る
義
務
に
適
合
し
な
い
現
行
の
措
置
に
関
し
日
本
国
が
付
す
る

留
保
に
つ
い
て
、
第
九
十
条
１
の
規
定
に
従
っ
て
記
載
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
八
十
五
条

(a)

第
八
十
六
条

(b)

第
八
十
九
条

(c)
２

留
保
に
は
、
次
の
事
項
を
記
載
す
る
。

分
野
。
「
分
野
」
に
は
、
留
保
の
対
象
と
な
る
一
般
的
な
分
野
を
示
す
。

(a)

小
分
野
。
「
小
分
野
」
に
は
、
留
保
の
対
象
と
な
る
個
別
の
分
野
を
示
す
。

(b)
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産
業
分
類
。
「
産
業
分
類
」
に
は
、
留
保
の
対
象
と
な
る
活
動
で
あ
っ
て
、
該
当
す
る
国
内
又
は
国
際
産
業
分
類
の
下

(c)
で
行
わ
れ
る
も
の
を
透
明
性
の
目
的
の
た
め
に
の
み
示
す
。

留
保
の
種
類
。
「
留
保
の
種
類
」
に
は
、
１
に
規
定
す
る
義
務
で
あ
っ
て
留
保
の
対
象
と
な
る
も
の
を
特
定
す
る
。

(d)

政
府
の
段
階
。
「
政
府
の
段
階
」
に
は
、
留
保
の
対
象
と
な
る
措
置
を
維
持
す
る
政
府
の
段
階
を
示
す
。

(e)

措
置
。
「
措
置
」
に
は
、
留
保
の
対
象
と
な
る
現
行
の
法
令
そ
の
他
の
措
置
を
明
示
す
る
。
「
措
置
」
の
事
項
に
記
載

(f)
す
る
措
置
は
、

こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
に
改
正
さ
れ
、
継
続
さ
れ
、
又
は
更
新
さ
れ
て
い
る
措
置
を
意
味
し
、
ま

(i)

た
、

措
置
の
権
限
に
基
づ
き
及
び
措
置
に
合
致
し
て
採
用
さ
れ
、
又
は
維
持
さ
れ
る
全
て
の
従
属
す
る
措
置
を
含
む
。

(ii)
概
要
。
「
概
要
」
に
は
、
留
保
の
対
象
と
な
る
現
行
の
措
置
が
１
に
規
定
す
る
義
務
に
適
合
し
な
い
点
を
記
載
す
る
。

(g)
３

留
保
の
解
釈
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
留
保
に
関
す
る
全
て
の
事
項
を
考
慮
す
る
。
留
保
は
、
当
該
留
保
が
付
さ
れ
る
第
八

章
の
関
連
規
定
に
照
ら
し
て
解
釈
す
る
も
の
と
し
、
「
措
置
」
は
、
そ
の
他
の
全
て
の
事
項
に
優
先
す
る
。

４

こ
の
編
の
規
定
の
適
用
上
、
「
Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
」
と
は
、
総
務
省
が
作
成
し
、
二
千
七
年
十
一
月
六
日
に
改
定
し
た
日
本
標
準

産
業
分
類
の
番
号
を
い
う
。
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一

分
野

農
林
水
産
業
（
植
物
育
成
者
権
）

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
一
一
九

そ
の
他
の
耕
種
農
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
二
四
三

山
林
種
苗
生
産
サ
ー
ビ
ス
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
四
一
三

藻
類
養
殖
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
四
一
五

種
苗
養
殖
業

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
八
十
五
条
）

最
恵
国
待
遇
（
第
八
十
六
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

種
苗
法
（
平
成
十
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
十
条

概
要

日
本
国
内
に
住
所
及
び
居
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
営
業
所
）
を
有
し
な
い
外
国
人
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
植
物
育
成
者
権
そ
の
他
植
物
育
成
者
権
に
関
す
る
権
利
を
享
有
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
の
者
の
属
す
る
国
又
は
そ
の
者
が
住
所
若
し
く
は
居
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
営
業
所
）
を
有
す
る
国

(a)
が
、
千
九
百
七
十
二
年
十
一
月
十
日
、
千
九
百
七
十
八
年
十
月
二
十
三
日
及
び
千
九
百
九
十
一
年
三
月
十
九
日

に
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
改
正
さ
れ
た
千
九
百
六
十
一
年
十
二
月
二
日
の
植
物
の
新
品
種
の
保
護
に
関
す
る
国
際
条
約

の
当
事
国
で
あ
る
場
合

そ
の
者
の
属
す
る
国
又
は
そ
の
者
が
住
所
若
し
く
は
居
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
営
業
所
）
を
有
す
る
国

(b)
が
、
千
九
百
七
十
二
年
十
一
月
十
日
及
び
千
九
百
七
十
八
年
十
月
二
十
三
日
に
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
改
正
さ
れ
た
千

九
百
六
十
一
年
十
二
月
二
日
の
植
物
の
新
品
種
の
保
護
に
関
す
る
国
際
条
約
（
以
下
こ
の
附
属
書
に
お
い
て

「
千
九
百
七
十
八
年
の
Ｕ
Ｐ
Ｏ
Ｖ
条
約
」
と
い
う
。
）
の
当
事
国
で
あ
る
場
合
又
は
千
九
百
七
十
八
年
の
Ｕ
Ｐ
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Ｏ
Ｖ
条
約
第
三
十
四
条

の
規
定
に
よ
り
日
本
国
が
そ
の
国
と
の
関
係
に
お
い
て
千
九
百
七
十
八
年
の
Ｕ
Ｐ
Ｏ

(2)

Ｖ
条
約
を
適
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
国
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
者
の
出
願
品
種
に
つ
き
品
種
の
育
成
に
関

す
る
保
護
を
認
め
る
場
合

そ
の
者
の
属
す
る
国
が
、
日
本
国
の
国
民
に
対
し
品
種
の
育
成
に
関
し
て
そ
の
国
の
国
民
と
同
一
の
条
件
に

(c)
よ
る
保
護
（
そ
の
国
の
国
民
が
日
本
国
の
植
物
育
成
者
権
そ
の
他
植
物
育
成
者
権
に
関
す
る
権
利
を
享
有
す
る

こ
と
を
日
本
国
が
認
め
る
こ
と
を
条
件
に
日
本
国
の
国
民
に
対
し
認
め
る
保
護
を
含
む
。
）
を
認
め
、
か
つ
、

そ
の
者
の
出
願
品
種
に
つ
き
品
種
の
育
成
に
関
す
る
保
護
を
認
め
る
場
合

二

分
野

金
融
業

小
分
野

銀
行
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

六
二
二

銀
行
（
中
央
銀
行
を
除
く
。
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

六
三
一

中
小
企
業
等
金
融
業

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
八
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

預
金
保
険
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
二
条

概
要

預
金
保
険
制
度
は
、
外
国
銀
行
支
店
が
受
け
入
れ
る
預
金
に
つ
い
て
は
、
対
象
と
し
な
い
。

三

分
野

熱
供
給
業

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
五
一
一

熱
供
給
業
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留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
八
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条

概
要

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
は
、
日
本
国
内
の
熱
供
給
業
へ
の
投
資
を
行
お
う
と
す

る
外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

四

分
野

情
報
通
信
業

小
分
野

電
気
通
信
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
七
〇
〇

主
と
し
て
管
理
事
務
を
行
う
本
社
等

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
七
一
一

地
域
電
気
通
信
業
（
有
線
放
送
電
話
業
を
除
く
。
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
七
三
一

電
気
通
信
に
附
帯
す
る
サ
ー
ビ
ス
業

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
八
十
五
条
）

特
定
措
置
の
履
行
要
求
の
禁
止
（
第
八
十
九
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
六
条
及
び
第
十
条

概
要

１

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
は
、
次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
者
に
よ
り
直
接
又
は
間
接
に
占
め
ら
れ
る
議
決

(a)

(c)

権
の
割
合
の
合
計
が
三
分
の
一
以
上
と
な
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
の
氏
名
及
び
住
所
を
株
主
名
簿
に
記
載
し
て

は
な
ら
な
い
。

日
本
国
の
国
籍
を
有
し
な
い
者

(a)
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外
国
政
府
又
は
そ
の
代
表
者

(b)

外
国
の
法
人
又
は
団
体

(c)
２

日
本
国
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
は
、
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
及
び
西
日
本
電

信
電
話
株
式
会
社
の
取
締
役
又
は
監
査
役
に
就
任
し
て
は
な
ら
な
い
。

五

分
野

情
報
通
信
業

小
分
野

電
気
通
信
業
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
付
随
サ
ー
ビ
ス
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
七
一
一

地
域
電
気
通
信
業
（
有
線
放
送
電
話
業
を
除
く
。
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
七
一
二

長
距
離
電
気
通
信
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
七
一
九

そ
の
他
の
固
定
電
気
通
信
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
七
二
一

移
動
電
気
通
信
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
〇
一

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
付
随
サ
ー
ビ
ス
業

注

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
三
七
一
一
、
三
七
一
二
、
三
七
一
九
、
三
七
二
一
又
は
四
〇
一
の
下
で
の
活
動
の
う
ち
留
保
の
対

象
と
な
る
活
動
は
、
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
九
条
の
規
定
に
基
づ
く
登
録

が
求
め
ら
れ
る
も
の
に
限
ら
れ
る
。

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
八
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条

概
要

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
は
、
日
本
国
内
の
電
気
通
信
業
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
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付
随
サ
ー
ビ
ス
業
へ
の
投
資
を
行
お
う
と
す
る
外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

六

分
野

製
造
業

小
分
野

医
薬
品
製
造
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

一
六
五
三

生
物
学
的
製
剤
製
造
業

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
八
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条

概
要

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
は
、
日
本
国
内
の
生
物
学
的
製
剤
製
造
業
へ
の
投
資
を

行
お
う
と
す
る
外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
生
物
学
的
製
剤
製
造
業
」
と
は
、
主

と
し
て
ワ
ク
チ
ン
、
血
清
、
毒
素
、
抗
毒
素
又
は
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
製
剤
及
び
血
液
製
剤
を
製
造
す
る
事
業
所
に

お
い
て
行
わ
れ
る
経
済
活
動
を
い
う
。

七

分
野

製
造
業

小
分
野

皮
革
及
び
皮
革
製
品
製
造
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

一
一
八
九

他
に
分
類
さ
れ
な
い
衣
服
・
繊
維
製
身
の
回
り
品
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

一
六
九
四

ゼ
ラ
チ
ン
・
接
着
剤
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

一
九
二

ゴ
ム
製
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
履
物
・
同
附
属
品
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
〇
一
一

な
め
し
革
製
造
業
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Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
〇
二
一

工
業
用
革
製
品
製
造
業
（
手
袋
を
除
く
。
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
〇
三
一

革
製
履
物
用
材
料
・
同
附
属
品
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
〇
四
一

革
製
履
物
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
〇
五
一

革
製
手
袋
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
〇
六
一

か
ば
ん
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
〇
七

袋
物
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
〇
八
一

毛
皮
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
〇
九
九

そ
の
他
の
な
め
し
革
製
品
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
二
五
三

運
動
用
具
製
造
業

注
１

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
一
一
八
九
又
は
三
二
五
三
の
下
で
の
活
動
の
う
ち
留
保
の
対
象
と
な
る
活
動
は
、
皮
革
及
び
皮

革
製
品
製
造
業
に
関
連
す
る
も
の
に
限
ら
れ
る
。

注
２

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
一
六
九
四
の
下
で
の
活
動
の
う
ち
留
保
の
対
象
と
な
る
活
動
は
、
動
物
系
接
着
剤
（
に
か
わ
）

及
び
ゼ
ラ
チ
ン
製
造
業
に
関
連
す
る
も
の
に
限
ら
れ
る
。

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
八
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条

概
要

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
は
、
日
本
国
内
の
皮
革
及
び
皮
革
製
品
製
造
業
へ
の
投

資
を
行
お
う
と
す
る
外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
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八

分
野

船
舶
の
国
籍
に
関
す
る
事
項

小
分
野

産
業
分
類

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
八
十
五
条
）

特
定
措
置
の
履
行
要
求
の
禁
止
（
第
八
十
九
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

船
舶
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
六
号
）
第
一
条

概
要

日
本
国
の
船
籍
は
、
日
本
国
の
国
民
又
は
日
本
国
の
法
律
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
会
社
で
あ
っ
て
、
そ
の
代
表

者
の
全
員
及
び
業
務
を
執
行
す
る
役
員
の
三
分
の
二
以
上
が
日
本
国
の
国
民
で
あ
る
も
の
が
所
有
す
る
船
舶
に
与
え

ら
れ
る
。

九

分
野

鉱
業

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
五

鉱
業
、
採
石
業
、
砂
利
採
取
業

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
八
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

鉱
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
八
十
九
号
）
第
二
章
及
び
第
三
章

概
要

日
本
国
の
国
民
又
は
法
人
の
み
が
、
鉱
業
権
又
は
租
鉱
権
を
保
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

十

分
野

石
油
業
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小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
五
三

原
油
・
天
然
ガ
ス
鉱
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

一
七
一
一

石
油
精
製
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

一
七
二
一

潤
滑
油
・
グ
リ
ー
ス
製
造
業
（
石
油
精
製
業
に
よ
ら
な
い
も
の
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

一
七
四
一

舗
装
材
料
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

一
七
九
九

そ
の
他
の
石
油
製
品
・
石
炭
製
品
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
七
一
一

倉
庫
業
（
冷
蔵
倉
庫
業
を
除
く
。
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
七
二
一

冷
蔵
倉
庫
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

五
三
三
一

石
油
卸
売
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

六
〇
五
一

ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

六
〇
五
二

燃
料
小
売
業
（
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
を
除
く
。
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

九
二
九
九

他
に
分
類
さ
れ
な
い
そ
の
他
の
事
業
サ
ー
ビ
ス
業

注
１

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
一
七
四
一
、
一
七
九
九
、
四
七
一
一
、
四
七
二
一
又
は
六
〇
五
二
の
下
で
の
活
動
の
う
ち
留
保

の
対
象
と
な
る
活
動
は
、
石
油
業
に
関
連
す
る
も
の
に
限
ら
れ
る
。

注
２

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
九
二
九
九
の
下
で
の
活
動
の
う
ち
留
保
の
対
象
と
な
る
活
動
は
、
液
化
石
油
ガ
ス
産
業
に
関
連

す
る
も
の
に
限
ら
れ
る
。

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
八
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条
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概
要

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
は
、
日
本
国
内
の
石
油
業
へ
の
投
資
を
行
お
う
と
す
る

外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
も
っ
と
も
、
エ
チ
レ
ン
、
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
、
ポ
リ
カ
ー
ボ
ネ
ー
ト
そ
の

他
の
全
て
の
有
機
化
学
工
業
製
品
は
、
石
油
業
の
範
囲
外
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
製
品
の
製
造
に
対
す

る
投
資
に
つ
い
て
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
は
必
要
と
さ
れ
な
い
。

十
一

分
野

農
林
水
産
業
及
び
関
連
す
る
サ
ー
ビ
ス
（
領
海
、
内
水
、
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
に
お
け
る
漁
業
で
あ
っ

て
、
附
属
書
九
の
日
本
国
の
表
の
七
の
項
で
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
一

農
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
二

林
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
三

漁
業
（
水
産
養
殖
業
を
除
く
。
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
四

水
産
養
殖
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

六
三
二
四

農
業
協
同
組
合

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

六
三
二
五

漁
業
協
同
組
合
、
水
産
加
工
業
協
同
組
合

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

八
七
一

農
林
水
産
業
協
同
組
合
（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
八
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条

概
要

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
は
、
日
本
国
内
の
農
林
水
産
業
及
び
関
連
す
る
サ
ー
ビ
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ス
（
領
海
、
内
水
、
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
に
お
け
る
漁
業
で
あ
っ
て
、
附
属
書
九
の
日
本
国
の
表
の
七
の

項
で
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
へ
の
投
資
を
行
お
う
と
す
る
外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

十
二

分
野

警
備
業

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

九
二
三
一

警
備
業

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
八
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条

概
要

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
は
、
日
本
国
内
の
警
備
業
へ
の
投
資
を
行
お
う
と
す
る

外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

十
三

分
野

運
輸
業

小
分
野

航
空
運
輸
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
六
〇
〇

主
と
し
て
管
理
事
務
を
行
う
本
社
等

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
六
一
一

航
空
運
送
業

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
八
十
五
条
）

最
恵
国
待
遇
（
第
八
十
六
条
）

特
定
措
置
の
履
行
要
求
の
禁
止
（
第
八
十
九
条
）
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政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
七
章
及
び
第
八
章

概
要

１

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
は
、
日
本
国
内
の
航
空
運
送
業
へ
の
投
資
を
行
お
う

と
す
る
外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

日
本
国
の
航
空
運
送
事
業
者
と
し
て
航
空
運
送
事
業
を
営
む
た
め
の
国
土
交
通
大
臣
の
許
可
は
、
こ
れ
を
申
請

す
る
次
の
自
然
人
又
は
団
体
に
は
与
え
ら
れ
な
い
。

日
本
国
の
国
籍
を
有
し
な
い
自
然
人

(a)

外
国
又
は
外
国
の
公
共
団
体
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

(b)

外
国
の
法
令
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
法
人
そ
の
他
の
団
体

(c)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
自
然
人
若
し
く
は
団
体
に
よ
り
代
表
さ
れ
る
法
人
、
役
員
の
三
分
の
一
以
上
が

(d)

(a)

(c)

(a)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
自
然
人
若
し
く
は
団
体
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
法
人
又
は
議
決
権
の
三
分
の
一
以
上
が

(c)

(a)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
自
然
人
若
し
く
は
団
体
に
よ
り
所
有
さ
れ
る
法
人

(c)

航
空
運
送
事
業
者
が

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
自
然
人
又
は
団
体
に
な
っ
た
と
き
は
、
こ
の
許
可
は
、
効
力
を

(a)

(d)

失
う
。
許
可
を
受
け
る
た
め
の
こ
れ
ら
の
条
件
は
、
航
空
運
送
事
業
者
を
実
質
的
に
支
配
す
る
持
株
会
社
等
に
つ

い
て
も
適
用
す
る
。

３

日
本
国
の
航
空
運
送
事
業
者
又
は
こ
れ
ら
の
航
空
運
送
事
業
者
を
実
質
的
に
支
配
す
る
会
社
（
そ
の
持
株
会
社

を
含
む
。
）
は
、
２

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
自
然
人
又
は
団
体
で
あ
っ
て
当
該
航
空
運
送
事
業
者
又
は
当
該
会

(a)

(c)

社
の
株
式
を
所
有
す
る
も
の
か
ら
そ
の
氏
名
及
び
住
所
を
株
式
名
簿
に
記
載
す
る
こ
と
の
請
求
を
受
け
た
場
合
に
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お
い
て
、
そ
の
請
求
に
応
ず
る
こ
と
に
よ
り
２

に
規
定
す
る
自
然
人
又
は
団
体
に
な
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、

(d)

当
該
請
求
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
。

４

外
国
の
航
空
運
送
事
業
者
は
、
国
際
航
空
運
送
事
業
を
営
む
た
め
に
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

５

外
国
の
国
籍
を
有
す
る
航
空
機
を
使
用
し
て
日
本
国
内
か
ら
出
発
し
、
又
は
日
本
国
内
に
到
着
す
る
旅
客
又
は

貨
物
を
有
償
で
運
送
す
る
場
合
に
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

外
国
の
国
籍
を
有
す
る
航
空
機
は
、
日
本
国
内
の
各
地
間
に
お
い
て
航
空
の
用
に
供
し
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
、

日
本
国
内
の
各
地
間
に
お
い
て
有
償
で
旅
客
又
は
貨
物
の
運
送
の
用
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

十
四

分
野

運
輸
業

小
分
野

航
空
運
輸
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
六
〇
〇

主
と
し
て
管
理
事
務
を
行
う
本
社
等

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
六
二
一

航
空
機
使
用
業
（
航
空
運
送
業
を
除
く
。
）

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
八
十
五
条
）

特
定
措
置
の
履
行
要
求
の
禁
止
（
第
八
十
九
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
七
章
及
び
第
八
章

概
要

１

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
は
、
日
本
国
内
の
航
空
機
使
用
業
へ
の
投
資
を
行
お
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う
と
す
る
外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

航
空
機
使
用
業
を
営
む
た
め
の
国
土
交
通
大
臣
の
許
可
は
、
こ
れ
を
申
請
す
る
次
の
自
然
人
又
は
団
体
に
は
与

え
ら
れ
な
い
。

日
本
国
の
国
籍
を
有
し
な
い
自
然
人

(a)

外
国
又
は
外
国
の
公
共
団
体
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

(b)

外
国
の
法
令
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
法
人
そ
の
他
の
団
体

(c)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
自
然
人
若
し
く
は
団
体
に
よ
り
代
表
さ
れ
る
法
人
、
役
員
の
三
分
の
一
以
上
が

(d)

(a)

(c)

(a)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
自
然
人
若
し
く
は
団
体
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
法
人
又
は
議
決
権
の
三
分
の
一
以
上
が

(c)

(a)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
自
然
人
若
し
く
は
団
体
に
よ
り
所
有
さ
れ
る
法
人

(c)

航
空
機
使
用
事
業
者
が

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
自
然
人
又
は
団
体
に
な
っ
た
と
き
は
、
こ
の
許
可
は
、
効
力

(a)

(d)

を
失
う
。
許
可
を
受
け
る
た
め
の
こ
れ
ら
の
条
件
は
、
航
空
機
使
用
事
業
者
を
実
質
的
に
支
配
す
る
持
株
会
社
等

に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。

３

外
国
の
国
籍
を
有
す
る
航
空
機
は
、
日
本
国
内
の
各
地
間
に
お
い
て
航
空
の
用
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

十
五

分
野

運
輸
業

小
分
野

航
空
運
輸
業
（
航
空
機
登
録
原
簿
へ
の
航
空
機
の
登
録
）

産
業
分
類

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
八
十
五
条
）

特
定
措
置
の
履
行
要
求
の
禁
止
（
第
八
十
九
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府
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措
置

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
章

概
要

１

次
の
自
然
人
又
は
団
体
が
所
有
す
る
航
空
機
の
航
空
機
登
録
原
簿
へ
の
登
録
は
、
認
め
ら
れ
な
い
。

日
本
国
の
国
籍
を
有
し
な
い
自
然
人

(a)

外
国
又
は
外
国
の
公
共
団
体
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

(b)

外
国
の
法
令
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
法
人
そ
の
他
の
団
体

(c)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
自
然
人
若
し
く
は
団
体
に
よ
り
代
表
さ
れ
る
法
人
、
役
員
の
三
分
の
一
以
上
が

(d)

(a)

(c)

(a)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
自
然
人
若
し
く
は
団
体
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
法
人
又
は
議
決
権
の
三
分
の
一
以
上
が

(c)

(a)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
自
然
人
若
し
く
は
団
体
に
よ
り
所
有
さ
れ
る
法
人

(c)

２

外
国
の
国
籍
を
有
す
る
航
空
機
の
航
空
機
登
録
原
簿
へ
の
登
録
は
、
認
め
ら
れ
な
い
。

十
六

分
野

運
輸
業

小
分
野

貨
物
利
用
運
送
事
業
（
航
空
運
送
を
利
用
す
る
貨
物
利
用
運
送
事
業
を
除
く
。
）

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
四
四
一

集
配
利
用
運
送
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
八
二
一

利
用
運
送
業
（
集
配
利
用
運
送
業
を
除
く
。
）

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
八
十
五
条
）

最
恵
国
待
遇
（
第
八
十
六
条
）

特
定
措
置
の
履
行
要
求
の
禁
止
（
第
八
十
九
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

貨
物
利
用
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
二
章
か
ら
第
四
章
ま
で

貨
物
利
用
運
送
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
号
）
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概
要

次
の
自
然
人
又
は
団
体
は
、
外
航
海
運
を
利
用
す
る
貨
物
利
用
運
送
事
業
を
営
む
た
め
に
は
、
国
土
交
通
大
臣
の

登
録
、
許
可
又
は
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
登
録
は
、
相
互
主
義
に
基
づ
き
行
わ
れ
、
こ
の
許
可
又

は
認
可
は
、
相
互
主
義
に
基
づ
き
与
え
ら
れ
る
。

日
本
国
の
国
籍
を
有
し
な
い
自
然
人

(a)

外
国
又
は
外
国
の
公
共
団
体
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

(b)

外
国
の
法
令
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
法
人
そ
の
他
の
団
体

(c)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
自
然
人
若
し
く
は
団
体
に
よ
り
代
表
さ
れ
る
法
人
、
役
員
の
三
分
の
一
以
上
が

(d)

(a)

(c)

(a)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
自
然
人
若
し
く
は
団
体
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
法
人
又
は
議
決
権
の
三
分
の
一
以
上
が

(c)

(a)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
自
然
人
若
し
く
は
団
体
に
よ
り
所
有
さ
れ
る
法
人

(c)

十
七

分
野

運
輸
業

小
分
野

貨
物
利
用
運
送
事
業
（
航
空
運
送
を
利
用
す
る
貨
物
利
用
運
送
事
業
に
限
る
。
）

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
四
四
一

集
配
利
用
運
送
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
八
二
一

利
用
運
送
業
（
集
配
利
用
運
送
業
を
除
く
。
）

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
八
十
五
条
）

最
恵
国
待
遇
（
第
八
十
六
条
）

特
定
措
置
の
履
行
要
求
の
禁
止
（
第
八
十
九
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

貨
物
利
用
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
二
章
か
ら
第
四
章
ま
で

貨
物
利
用
運
送
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
号
）
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概
要

１

次
の
自
然
人
又
は
団
体
は
、
日
本
国
内
の
各
地
間
に
お
い
て
航
空
運
送
を
利
用
す
る
貨
物
利
用
運
送
事
業
を
営

む
こ
と
は
で
き
な
い
。

日
本
国
の
国
籍
を
有
し
な
い
自
然
人

(a)

外
国
又
は
外
国
の
公
共
団
体
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

(b)

外
国
の
法
令
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
法
人
そ
の
他
の
団
体

(c)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
自
然
人
若
し
く
は
団
体
に
よ
り
代
表
さ
れ
る
法
人
、
役
員
の
三
分
の
一
以
上
が

(d)

(a)

(c)

(a)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
自
然
人
若
し
く
は
団
体
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
法
人
又
は
議
決
権
の
三
分
の
一
以
上
が

(c)

(a)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
自
然
人
若
し
く
は
団
体
に
よ
り
所
有
さ
れ
る
法
人

(c)

２

１

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
自
然
人
又
は
団
体
は
、
国
際
航
空
運
送
を
利
用
す
る
貨
物
利
用
運
送
事
業
を
営
む

(a)

(d)

た
め
に
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
登
録
、
許
可
又
は
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
登
録
は
、
相
互
主
義

に
基
づ
き
行
わ
れ
、
こ
の
許
可
又
は
認
可
は
、
相
互
主
義
に
基
づ
き
与
え
ら
れ
る
。

十
八

分
野

運
輸
業

小
分
野

鉄
道
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
二

鉄
道
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
八
五
一

鉄
道
施
設
提
供
業

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
八
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条
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概
要

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
は
、
日
本
国
内
の
鉄
道
業
へ
の
投
資
を
行
お
う
と
す
る

外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
鉄
道
業
の
用
に
供
さ
れ
る
車
両
の
全
部
又
は
一
部
及
び
部
品
の
製
造
は
、
鉄
道

業
に
含
ま
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
製
品
の
製
造
に
対
す
る
投
資
に
つ
い
て
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易

法
に
基
づ
く
事
前
届
出
は
必
要
と
さ
れ
な
い
。

十
九

分
野

運
輸
業

小
分
野

道
路
旅
客
運
送
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
三
一
一

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
業

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
八
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条

概
要

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
は
、
日
本
国
内
の
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
業
へ
の

投
資
を
行
お
う
と
す
る
外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
業
の
用
に
供
さ
れ
る
車
両

の
全
部
又
は
一
部
及
び
部
品
の
製
造
は
、
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
業
に
含
ま
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら

の
製
品
の
製
造
に
対
す
る
投
資
に
つ
い
て
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
は
必
要
と
さ
れ
な

い
。

二
十

分
野

運
輸
業

小
分
野

水
運
業
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産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
五
二

沿
海
海
運
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
五
三

内
陸
水
運
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
五
四
二

内
航
船
舶
貸
渡
業

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
八
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条

概
要

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
は
、
日
本
国
内
の
水
運
業
へ
の
投
資
を
行
お
う
と
す
る

外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
水
運
業
」
と
は
、
外
航
海
運
業
、
沿
海
海
運
業
（
日

本
国
内
港
間
の
海
上
運
送
）
、
内
陸
水
運
業
及
び
船
舶
貸
渡
業
を
い
う
。
た
だ
し
、
外
航
海
運
業
及
び
船
舶
貸
渡
業

（
内
航
船
舶
貸
渡
業
を
除
く
。
）
は
、
事
前
届
出
の
要
件
の
適
用
か
ら
除
外
さ
れ
る
。

二
十
一

分
野

運
輸
業

小
分
野

水
運
業

産
業
分
類

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
八
十
五
条
）

最
恵
国
待
遇
（
第
八
十
六
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

船
舶
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
六
号
）
第
三
条

概
要

日
本
国
の
法
令
又
は
日
本
国
が
締
結
し
て
い
る
国
際
協
定
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
日
本
国
の
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船
籍
を
有
し
な
い
船
舶
は
、
日
本
国
内
の
不
開
港
場
へ
の
寄
港
及
び
日
本
国
内
港
間
の
貨
物
又
は
旅
客
の
運
送
を

行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

二
十
二

分
野

上
水
道
業

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
六
一
一

上
水
道
業

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
八
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条

概
要

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
は
、
日
本
国
内
の
上
水
道
業
へ
の
投
資
を
行
お
う
と
す

る
外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適
用
す
る
。


